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■論文要旨
本論文では，組織不祥事に関する先行研究をレビューし，その研究視座

に関する分類について触れる。次に，様々な視座の中にあって，とりわけ
ミクロ・アプローチに着目する意義について検討する。また，組織不祥事
研究における方法論として，ディスコース分析の可能性について考察する。
最後に，不祥事を管理するための経営実践に対する若干の示唆を述べ，今
後の研究課題について提示する。
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■Abstract
In this paper, we review the previous study on organizational corrup-

tion and try to categorize its perspective. We discuss the significance of
micro approach in studying organizational corruption and the applica-
bility of discourse analysis in terms of an empirical study. The paper
suggests some implications for management practice to control organ-
izational corruption and the direction of future research.
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１ はじめに

バブル崩壊後に多くの企業が積極的にコスト削
減に乗り出した結果なのか，社会そのものの倫理
観が落ちてしまったからなのか，その根本的な原
因は未だ定かではないが，とりわけ２０００年代に
入ってから様々な種類や規模の組織不祥事が後を
絶たない。大手自動車メーカーのリコール隠蔽，
飲食や建設などの業界における種々の消費者軽視
の事件，株式会社制度を巧みに操作して不正な買
収や商取引を行おうとして企業家，鉄道や電力な
ど公営企業における安全管理意識の欠如に伴う大
規模な事故，病院や行政あるいは研究機関などの
非営利組織に起きた不祥事など，その例は枚挙に
暇がない。

主に組織のトップ層が関与した従来の組織ぐる
みの犯罪とは異なり，近年起きている組織不祥事
の特徴としては，とりわけ次の２点を指摘するこ
とができる。組織ぐるみの組織不祥事は依然とし
て多いものの，現場で働く個々人が起こす不祥事
行動が増えているという点と（田中，２００２），科
学者や医師，会計士，建築士など，高い専門知識
やスキルを持っており，社会の模範を示す存在と
して認識されてきた専門家たちが起こす不祥事行
動 が 多 発 し て い る と い う 点 が そ れ で あ る

（蔡，２００７）。
不祥事に手を染める企業が散見される国は，何

も日本に限ったことではない。企業不祥事はアメ
リカ社会においても頻発することになる。不正会
計が発覚し破綻した Enron 社の事件を受けて，
組織不祥事の原因やその解決策，次世代の経営者
やマネジャーを対象とした大学での倫理教育のあ
り方をテーマに，アメリカの経営学会（Academy

of Management, AOM）が２００２年度に緊急に特
別シンポジウムを開いているという事実から，ア
メリカ社会においても企業不祥事が大きな社会問
題として浮かび上がったことは十分推測できる

（Academy of Management Executive , ２００２）。近年

では，Academy of Management Review（２００８）が
組織不祥事に関する特集号を組んでおり，企業不
祥事に関する議論は積極的に展開されつつある。

しかしながら，組織不祥事は研究の俎上に載せ
るのが極めて困難な組織現象の１つでもある。不
祥事が発覚する頃にはその原因たる重要な情報源
が隠滅されてしまっていたり，組織も個人も不祥
事に関する情報を外部へ公表することに消極的で
あったり，そもそも不祥事が原因で当該組織が倒
産に追い込まれてしまったりするなど，企業不祥
事に関する研究には多くの制約が付きまとってい
る１）。その結果，組織不祥事に関する研究には，
不祥事が極めて起こり難い組織の特徴を明らかに
し，それをリスク・マネジメントへと適用しよう
とする研究（例えば Weick & Sutcliffe,２００１），不
祥事を未然に防ぐための経営倫理やコンプライア
ンスのあり方，その実践に関する研究（例えば
Trevino & Weaver,１９９４），もしくは組織不祥事
は必然的に起こるものであるということを前提に，
不祥事が起きた際の事後処理や対処方法に関する
解明（例えば Reason,１９９７）など，どちらかと言
えば原因究明よりは，価値や政策にかかわる規範
論か，事後処理といった実践論が多かった。

組織不祥事に関する既存の研究が不祥事の発生
のメカニズムやその防止策について一定の研究成
果をあげてきたことは確かである。しかし，規範
的なアプローチと実践的なアプローチが主流で
あったが故に，個人や集団，あるいは組織がなぜ
組織不祥事に関与してしまうのか，その根本的な
原因の解明にはまだ至っていないのが事実である。
因果関係を究明してから初めて，問題の根本的な
解決にたどり着けることを考えると，これは組織
不祥事研究が抱えている大きな課題の１つといえ
よう。加えて，筆者らが考えるには，既存の組織
不祥事に関する研究は次の３つの課題もある。第
１は，組織不祥事に関する研究視点や方法論は非
常に幅広く，総合的・包括的な視点で組織不祥事
を体系的に論じている研究が少ないという点であ
る。第２は，これまでの不祥事研究がどちらかと
いうと集団及び組織レベルに焦点をおいてきてお
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り，個人が起こす不祥事というミクロ視点での議
論が十分ではないという点である。ミクロ的な要
因とマクロ的な要因とが複雑に絡み合っている組
織不祥事の原因や，最初は小さな出来事が大きな
不祥事へと発展していくプロセスを究明するため
には，個人というミクロレベルでの研究は緊急の
課題といえよう。第３は，研究方法に関する課題
である。すでに述べたように，不祥事研究の場合，
研究方法に大きな制約があるにも関わらず，方法
論に関する議論が十分に行われているとは限らな
いという点である。

本論文の目的は次のとおりである。第１に，組
織不祥事にかかわるこれまでの研究視点や方法論
を概観し，組織不祥事という現象の全体像を把握
するための様々な視点を整理する。第２に，これ
までの組織不祥事研究で欠けていたミクロな視点，
つまり個人の不祥事行動に注目しながら，個人の
不祥事行動に関する研究の現状と課題について考
察する。第３に，組織不祥事に関する実証研究を
行う際，定量的分析を補完するための定性的分析
の可能性ついて検討する。最後に，実際の経営現
場で，組織不祥事を防止する施策などについて論
じる。

２ 組織不祥事に対する研究視座

組織不祥事の研究は，心理学，経済学，社会学，
犯罪学や政治学など，経営学以外の様々な分野で
も早くから取り組まれている。本稿ではこれらす
べてを網羅的に取り上げ，学際的に組織不祥事の
研究視座を概説するだけの紙幅も能力もない。そ
こで，これまでの組織不祥事に関する研究の着眼
点やアプローチの分類を試みている先行研究を通
じて，組織不祥事研究の全体像をつかめることと
する。

２．１ 分析視点による分類

Academy of Management Review（Vol. ３３. No.３）
で組織不祥事に関する特集が組まれた際，Ash-

forth ら（Ashforth et al.,２００８）は，不祥事（cor-

ruption）なる言葉がこれまで組織研究で忌避さ
れがちだった組織の中の負の連鎖を究明するとい
う意味で，非常に挑戦的かつ魅力的なものとして
位置づけている。そして，既存の組織不祥事に関
する様々な先行研究を分析の視点によって，５つ
の視点に分類している。図表１は，それをまとめ
たものである。同図表に基づきながら，とりわけ
後述するミクロとマクロの視点を中心に据えつつ，
それぞれ簡潔に概説して行こう。

第１の「ミクロな視点」とは，組織内の個人や
集団などの比較的小さな行為主体を取り上げ，
彼・彼女らの道徳観や倫理観などの個人属性，あ
るいは認知能力や情報処理能力の限界が不祥事と
どのように関連しているかを究明しようとするも
のである。反社会的行動（antisocial behavior），
逸脱行動（deviant behavior）や反生産的職務行
動（counterproductive work behavior）など名称
は様々だが，これらの研究は一様に個人属性と不
祥事との因果関係を解明しようとした研究である

（Robinson & Greenberg,１９９８）。このようなミク
ロな視点を内包する従来の研究の限界は，とりわ
け個人属性と不祥事との因果関係を導出しようす
る時，種々のバイアスがかかってしまうことや個
人属性を決定する説明変数が多様すぎて，安定し
た因果関係が導けないなどが指摘されている。
Ashforth ら は，そ の 典 型 例 と し て，Coleman

（１９９８）の研究結果を引き合いに出しながら，ホ
ワイトカラーは一般的に白人男性が多い事実を度
外視して，白人男性が不正行為を働く可能性が高
いと結論づける危険性に警笛を鳴らしている。実
際そうした白人男性の犯罪性向を診断すると，何
ら問題のない結果が頻繁に導かれたのである。ま
た，認知能力や情報処理能力の限界は，例えば
Weick & Sutcliffe（２００１）の高信頼性組織や Rea-

son（１９９７）のヒューマンエラーの研究をあげる
ことができる。さらに，不祥事の原因究明という
よりはむしろ，不祥事を摘発もしくは抑制するた
めのミクロな視点として，内部告発（Whistle-

blowing）の 研 究（例 え ば Jubb,１９９９; Miceli &
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Near,１９９２）も取り上げることができよう。
第２の「マクロな視点」は，組織全体や産業全

体などに横たわる公式的かつ非公式的なシステム
がどのように不祥事を発生させるかを探究する。
具体的には，組織や業界を統制する規則や規制の
ような公式システム，慣習や不文律のような非公
式システムの双方が，不祥事とどのように絡み
合っているかを解明し，最終的には倫理綱領やコ
ンプライアンスのような形で不祥事を抑止する制
度設計まで視野に入れた研究領域として位置づけ
られている。この視点の限界は，最終段階として
想定している制度設計に関して主に向けられてい
る。それは上述したように，個人や集団の不祥事
行動を促す非公式システムの影響要因を探りなが
ら，それらを新たな規則や規制のような公式シス
テムの構築へとフィードバックすることで不祥事
の防止策を思案することだが，新しい公式システ
ムには必然的に新しい非公式システムという抜け
道が生起するので，根本的な解決になかなか結び
つき難いという問題点である。とりわけ日本の組

織では，高い集団凝集性や不明瞭になりがちな個
人の職責という特徴が顕著なことから，組織不祥
事をマクロな視点で分析する研究すなわち，企業
の文化や不文律にその原因を求める研究が比較的
多いように思われる（例えば，間嶋，２００７；岡
本・今野，２００６；谷口・小山，２００７）。加えて，
上記の研究限界は，日本における経営倫理研究が，
経営倫理をどのように浸透させていくかという実
践論よりも，あるべき経営倫理の姿を探究する規
範論に傾倒してきた事実とも通底しているように
思われる。つまり，マクロ視点の研究限界が不可
避なことを前提にするのなら，いっそ経営倫理に
関する価値規範的な探究の方がある種不祥事研究
に対する誠実かつ有益な研究蓄積が実現されるで
あろうとする志向である。さらに，Ashforth らは
必ずしも言明していないが，ミクロな視点を補完
するためにマクロな視点を有する研究が現れたが，
ミクロとマクロの連関についての研究蓄積は必ず
しも多くない問題を最後に指摘することができ
る２）。

図表１ 不祥事研究の視点と特徴

視点 分析の焦点 具体的な研究例 限界・課題

ミクロ
（Micro View）

個人や集団の属
性と不祥事との
因果関係

道徳・倫理観の欠如と不正行為
認知・処理能力の限界と不祥事

種々のバイアスや再現性の問題によ
る実現可能な解決策の脆弱さ
環境要因の軽視

マクロ
（Macro View）

組織，産業や国
の腐敗過程と制
度設計

組織内の公式システム（規則や制
度）や非公式システム（規範や文
化）の不備や逆機能
産業の規制緩和と不祥事発生率

新しい公式システム構築へのフィー
ドバック自体への制約
ミクロ分析を補完する視点だがミク
ロ・マクロ・リンクの視点を軽視

広範
（Wide View）

組織間や社会と
いうシステム間
のモラルハザー
ド

インサイダー取引
業界団体に蔓延する不正文化

不正の需要側（賄賂等の利害関係者の
解明）と供給側（供与動機や不正慣行
維持メカニズムの解明）の複眼的視点
の必要性

長期
（Long View）

統治や監視の機
能に関わる歴史
的経緯

ビジネスにおける違法行為を取り締
まる規制や規則あるいは外郭団体の
成立経緯

外的な統制強化と内部成員の自制能力
とのパラドクス

深淵
（Deep View）

過度に細分化さ
れすぎた従来の
分析視点の統合
的な再構築

不祥事に関わる構成概念の整理と
再分類
プロセス（相互作用）志向による
よりダイナミックな因果関係

多大な研究負荷と研究方法論の再考

出所）Ashforth et al.（２００８）をもとに筆者らが加筆修正して作表
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第３の「広範な視点」では，業界や社会のモラ
ルハザードが，ビジネスを取り巻く不正行為やス
キャンダルを助長している事実３）を指摘しながら，
企業と企業や企業と社会などのシステム間を媒介
する倫理観や道徳観と不祥事との因果関係を解明
しようとする。インサイダー取引や談合事件はこ
の好例だが，広範な視点において研究者が考慮す
べき課題は，不正の需要側，例えば商取引での賄
賂やその他の便宜を要求する不正の主体と，不正
の供給側すなわちそうした要求に応えたり不正な
システムを永続させようとする利害関係者が誰な
のか，複眼的に見極める洞察力が研究者に求めら
れることにある。また，モラルハザードという観
点から，功利主義的な視点や技法ばかりを教授す
る MBA 教育も，不祥事の間接的な加担者になり
得てしまうことを Ashforth らは戒めている。

第４の「長期的な視点」とは，不祥事を監視す
る法律や制度，機関が，長い歴史の中でどのよう
な経緯で創設され，またその都度修正されていく
過程を扱う研究領域である。こうした視点では，
いったん成立した監督機関やその成立要件たる法
律や制度を逆手にとり，不正行為を働こうとする
組織の発生原理の解明と，そうした逸脱を改善す
る漸進的修正が検討される。しかしながら，公の
機関や規則を洗練し強化すればするほど，組織は
そうした外的統制力に益々依存するようになり，
結果として組織成員の不祥事に対する自発的で自
制的な活動能力を減退させてしまう。

最後の「深い視点」は，これまでの多様な組織
不祥事に関する研究成果をもう一度整理・分類し
直し，各研究間を結びつけるような統合的研究枠
組みを再構築することを企図するものである。
Ashforth らは，組織不祥事を説明する変数の構成
概念や研究アプローチを研究者間で必ずしも共有
もしくは意識しないまま調査や分析が行われきた
ことを憂慮し，今後この深い視点で組織不祥事の
研究が牽引されるべきだと勧告している。

彼らによれば，深い視点の研究が推進される
と，１）反社会的行動，反生産的職務行動とかサ
ボタージュのような構成概念の分類学が実現し，

各研究成果が相互にフィードバックされるように
なり，２）ミクロやマクロなど不祥事を説明する
分析視点や説明変数間の関係性を捉えようとする
ことで相互作用主義を促進し，３）その結果プロ
セス志向のダイナミックなモデルが提起されるよ
うになるという。このことが実現できれば，原因
から結果に至るまでを予測するのが極めて困難な
創発的現象としての組織不祥事に対して，より核
心に迫った因果関係を導きだせると言うのである。
しかしながら，こうした深い視点の研究は，作業
負荷が高いのは自明である。また，方法論そのも
のを再考しなければ，各研究の止揚を試みること
自体不可能かもしれない。この点については後述
するとして，いずれにしても統合的な研究は喫緊
の課題である。

２．２ 意図と関与主体による分類

Ashforth らが不祥事という現象を非常に幅広い
視点で捉え，体系的なレビューを通じて不祥事を
取り巻く研究の多様な視点を提供するとともに，
不祥事という現象を研究するためには個人レベル
から産業・国レベルまでのさまざまなレベルでの
統合的な研究が欠かせないことを力強く説いてい
ることは確かである。しかし，組織不祥事をあま
りにも幅広く捉えているが故に，組織の境界を超
えており，組織がコントロールできない不祥事を
も対象としていることも事実である。多くの組織
不祥事が組織の境界を超えない不祥事であるとい
う点を念頭に置くと，これは Ashforth らの分類
が組織不祥事のより細かい原因とそのメカニズム
を究明することには，一定の限界がある可能性を
示唆している。なぜなら，組織の業界を超えてい
る不祥事と，組織の境界の範囲の中で起こる不祥
事とはその原因と結果がかなり違ってくる可能性
が高いからである。組織不祥事の範囲をあくまで
組織内部に限定しながら，組織不祥事の全体像を
把握する蔡に有用な分析枠組みを提示しているの
が Pinto ら（Pinto, Leana & Pil,２００８）である。

Pinto らは，組織不祥事を分類する枠組みとし
て，「第一義的な受益者が誰なのか（以下，第一
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特徴：最も一般的なケース

　例：多くの組織ぐるみの犯罪  

特徴：非常に幅広い行動がありうる

　例：横領・情報漏洩，いじめなど  

特徴：組織にとっては困る

　　　組織の中でも「腐敗した集団」

　例：警察の腐敗など

共謀の次元 
単独 複数 

自己利益のために集団が起こす不祥事自己利益のために個人が起こす不祥事

組織のために集団が起こす不祥事組織のために一個人が起こす不祥事

組
織

受
益
者
の
次
元

個
人

特徴：稀なケース

　　　個人に対する絶対的な信頼と

　　　管理・監督の不在が引き金

　例：金融業界でたまに起こる   

義的な受益者）」という軸と，「共謀がいるかどう
か（以下，共謀の有無）」という２つの次元を提
示している。まず，第一義的な受益者という次元
である。この次元は，不祥事行動を起こす目的と
関わっている次元で，誰の利益のために不祥事行
動を起こしているのかという基準である。具体的
に，不祥事行動によって利益を得る主体が不祥事
を起こす当事者（たち）なのか，それとも組織な
のかという次元である。組織のために起こす不祥
事行動と，当事者（たち）の利益のために起こす
不祥事行動とは，その原因や性格，結果がかなり
違ってくる可能性があることは言うまでもない。
例えば，前者の場合，組織コミットメントが高い
従業員ほど，不祥事を起こす可能性が高いのに対
して，後者の場合，逆に組織コミットメントが低
いか，心理的契約を違反されたと認識している従
業員が起こす可能性が高いかもしれない。

一方，共謀の次元とは，不祥事行動を起こす行
為者の数に関わる次元である。具体的に，不祥事

を個人一人が起こすのか，それとも複数の行為者
たちが不祥事行動に絡んでいるかという次元であ
る。不祥事行動にかかわっている人数が多くなれ
ばなるほど，個人レベルの変数だけではなく，集
団や組織レベルの様々な変数を複雑に絡み合って
くる。これは，複数の行為者が関わっている不祥
事を解明するためには，よりマクロの視点やマル
チレベルの視点がますます重要となってくるのに
対して，個人一人が起こす不祥事の場合，ミクロ
の視点がより重要かもしれないことを意味する。

ところで，Pinto らが提示しているこれらの２
つの次元で組織不祥事を分類した場合，次の４つ
のタイプの不祥事行動が浮かび上がってくる。図
表２は，４つのタイプをまとめたものである。

第１は，複数の行為者があくまで組織の利益を
高めるか，守ろうとして起こす不祥事行動である。
日本ではよく組織ぐるみの犯罪と呼ばれている不
祥事がここに当てはまる。この組織ぐるみの犯罪
は４つのタイプの中で最も注目されてきており，

図表２ 不祥事行動の４類型
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多くの研究が蓄積されている。第２は，一個人が
組織の利益のために起こす不祥事行動である。こ
のタイプの不祥事の場合，その実例を探すのはな
かなか難しい。しかし，ないわけではない。特に
金融業界で起こる不祥事の多くは，このようなタ
イプの不祥事である。例えば，大和銀行のニュー
ヨーク支店やイギリスのシンガポール支店での不
祥事，最近のスイスの銀行で１人のディーラーが
起こす不祥事がまさにこのようなタイプの不祥事
に当てはまる。三つの不祥事の共通点といえば，
何らかの理由で組織側が一人の個人に非常に強い
信頼を置いておくあまりに，その個人に対する管
理・監督が行われず，大きな不祥事に繋がってい
るという点であろう。第３は，組織は厳しいルー
ルや倫理規定などを設け不祥事行動が起こらない
ように監視しているものの，組織の一部の汚職集
団が起こす不祥事行動はこのタイプの不祥事行動
のよい例であろう。組織の中での一部の腐敗した
集団が起こす不祥事で，例えば，一部の腐敗した
警察官たちが集団に便宜を図ってもらったり，賄
賂を受け取ったりするなどの不祥事である。最後
は，一個人が自分の利益のために起こす不祥事行
動である。個人情報売買や賄賂を受け取る個人の
汚職，会社の備品などを盗む行動や横領などは，
このタイプの不祥事行動の好例であろう。

以降では，Pinto らの４つの分類の中で，日本
ではあまり注目されなかった「個人が自己の利益
を高めるか，既存の利益を守ろうとして起こす不
祥事行動」に焦点を絞ることとする。Ashforth ら
が指摘しているように，組織不祥事に関するミク
ロ・アプローチは，個人属性と不祥事との因果関
係を検証しようとする際の種々のバイアスや，個
人属性を決定する説明変数の多様性に起因する因
果関係導出の困難さが付き物で，非常に難しい研
究領域であることは間違いない。それゆえであろ
うか，とりわけ日本の組織不祥事に関する研究は
組織に潜在する風土や文化に原因帰属させて解
釈・説明されるマクロ・アプローチの研究がほと
んどを占めている。もちろん，マクロな環境要因
が不祥事に関与する行動に強い影響を及ぼしてい

る事実はとりわけ日本では顕著かもしれないが，
それでも不祥事に直接関わるのは第一義的には個
人である。また，反社会的行動や逸脱行動に関す
る実証的な研究は海外ではそれなりに蓄積はある
が，い く つ か の 研 究 を 除 け ば（例 え ば，本
間，２００７；田中，２００８）），日本では極めてその研
究蓄積は乏しいと言わざるを得ない。本研究がミ
クロ視点に注目する所以である。

３ ミクロ視点での不祥事行動に関する
研究

ミクロ視点で個人が起こす不祥事に関する欧米
の研究は，主に産業・組織心理学や組織行動論を
中心として展開されてきている。そして，個人が
起こす行動であるが故に，産業・組織心理学及び
組織行動論友に，ミクロレベルでの不祥事行動を
非常に幅広く捉えてきている。実際，呼ぶ名だけ
でも，逸脱行動，反社会的行動，反生産的行動，
反倫理的行動など，非常に多様性に富んでいるし

（具体的には，Robinson & Greenberg,１９９７：３），
横領などの法律に反する行動だけではなく，いじ
めや不誠実な行動など，必ずしも法律に違反する
とは限らない行動までをも含めている。その呼び
名は様々であるものの，組織行動論及び産業・組
織心理学で注目されてきているこれらの行動は，

「個人が初めから意図的に重要な利害関係者（主
に同僚や組織，社会）に損害を与えるために起こ
し，実際に損害を与える行動」か，それとも「個
人はただ自分の利益を高めようとしたが結果的に
利害関係者の社会的・経済的・心理的な利害を著
しく損なう行動」か，どちらかであるという点で
は共通している。要するに，マクロレベルにおけ
る不祥事行動と同じく，ミクロレベルにおける不
祥事行動を分類・分析する際においても，「意図」
と「他の利害関係者たちへの損害」が重要な鍵を
握っているのである。

ただし，意図といってもそれが個人の意図であ
るが故に，ミクロレベルでの不祥事行動は，複数
の人々が組織のために起こすマクロレベルでの組
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織不祥事とはいくつか異なる特徴を持つ。第１に，
個人が起こす不祥事であるために動機が様々で，
マクロレベルの不祥事行動に比べ，必然的に多様
な形や行動で現れるという点である。第２に，マ
クロレベルの不祥事行動が社会に衝撃を与え，社
会問題として発展していく場合が多いのに対して，
個人が起こす不祥事行動は社会に明るみになる
ケースはそれほど多くないという点である。多く
の行動が不祥事行動として認識されていないか，
認識されたとしても組織内部で処理される場合が
多いからかもしれない。第３は，一般社会に与え
る衝撃や影響は少ないかもしれないが，個人が起
こす不祥事行動によって損害を被る利害関係者の
範囲はマクロレベルの不祥事行動に比べ幅広い可
能性があるという点である。無礼な行動や言葉に
よる暴力など，多くの場合に人間関係の問題とし
て解釈されてしまう行動であっても，そこに相手
を傷つけようとする個人の意図が介入しており，
それらの行動によって相手が実際に何らかの損害
をこうむっていると認識している限り，不祥事行
動に当てはまる。最後に，マクロレベルの不祥事
のほとんどが法律の裁きを受けるのに対して，ミ
クロレベルの不祥事行動は必ずしも法律的な違反
を意味するわけではないという点である。横領や
個人情報の売買など，法律の裁きを受ける行動も
確かに存在する。しかし，これらの行動はむしろ
稀な行動で，個人の不祥事行動の多くは法律違反
よりは社内のルールや一般社会の常識，道徳的な
基準に抵触する意味での不祥事行動の場合が圧倒
的に多い４）。

ところで，これまで産業・組織心理学及び組織
行動論の研究者たちが，ミクロレベルでの様々な
不祥事行動の中で特に注目してきた代表的な不祥
事行動としては，以下のような行動があげられる。
Anderson & Pearson（１９９９）の無礼な行動（inci-

vility），Robinson ら（１９９５，１９９８）の組織のルー
ルや規範を意図的に無視し組織や他人に損害を与
え る 逸 脱 行 動（deviant behavior），背 任 行 為

（shirking）やフリーライダー，社会的手抜き
（social loafing）といった組織から要求されてい

る努力を意図的にサボる行動（Kidwell & Ben-

nett,１９９３），組織の合法的な利害（legitimate in-

terests）に反する個人の意図的な行動として定義
される反生産的行動（Motowidlo,２００３；Dalal,

２００５），組織のルールや規則を破ってはいないが
社会のルールや規範を破ることによって結果的に
組織の有効性にダメージを与える非倫理的・反社
会的行動などがそれである。

日本ではその実態がそれほど明らかになってい
ないものの，個人が組織の中で起こす不祥事行動
の影響は非常に幅広く，場合によっては組織に大
きなダメージを与えている可能性がある。それだ
け，個人の反生産的・反社会的行動を生み出す原
因や結果を明らかにすることは産業・組織心理学
及び組織行動論の重要な課題の１つである。

問題は，個人が起こす不祥事行動の原因と結果
を究明しようとしてきた研究はそれほど多くない
という点である。その背景には，ミクロレベルで
あろうと，マクロレベルであろうと，不祥事行動
の研究そのものが非常に研究しにくい領域である
点が絡んでいる。具体的に，法律に抵触しない不
祥事行動であっても，社会的に望ましくない行動
であるが故に，不祥事を起こしている人々とのイ
ンタビュー自体が困難である。さらに，例えイン
タビューなどに応じてくれたとしても，他の研究
領域に比べ自己保護メカニズムや合理化のメカニ
ズムが強く働き，必ずしも本音を言ってくれると
も限らない。その結果，多くの研究がまだ逸話

（anecdote）のレベルにとどまっているのが現状
である。

実証的な研究が少ないという限界はあるものの，
個人・集団・組織の様々な要因が個人の不祥事行
動の引金を引くことは現実には多々ある（Robin-

son & Greenberg,１９９７）。例えば，個人レベルの
要因として産業・組織心理学が伝統的に重視して
きた，性格や人口統計学要因などが影響している
かもしれない。一方，集団レベルの要因としては，
集団が持つ規範や個人に対する不当な待遇などが
個人を不祥事行動に走らせる圧力として機能する
ことを想像に難くない。組織レベルの要因として
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は，組織文化や人的資源管理システムなどが個人
の不祥事行動に間接的に影響を与える可能性も存
在しよう。いずれにせよ，個人の不祥事行動の原
因究明は緊急の課題の１つであることには間違い
ない。

４ 定量的研究と定性的研究との対話の
必要性

組織不祥事に対するミクロレベルのアプローチ
は，先述したように反社会的行動や逸脱行動など
その呼称は違えども，基本的に不祥事に関与した
個人の属性について，定量的に検証しようとする
研究が主流である。しかしながら，Ashforth らの
指摘にもあったように，一方で属性に関する様々
なバイアスや追試による再現不可能性などが，こ
のアプローチの限界として指摘されている。こう
した研究限界に加えて，Pinto らの分類において
受益者の軸が想定されているが，不正に関与する
意図を断定するのは定量的研究では極めて困難で
ある。不正行為の利害が個人と組織の両方にとっ
て一致する場合，その意図は自己とも組織ともと
れるし，自己のために働いた不正であっても，自
己防衛のために組織のためだと回答するかもしれ
ない。あるいは，組織的圧力が強く作用している
場合，組織のために犯した不正であっても自己に
原因帰属させて答える可能性があるだろう。それ
ゆえ，定量的研究で導出された因果関係に潜む実
際の因果関係を究明するために，定性的研究で補
完する必要がある。また，既述した通り日本では
組織不祥事に関する定量的なミクロ・アプローチ
の研究蓄積が脆弱なことから，質問紙の尺度を収
斂させることも肝要である。そうした尺度開発の
ための準備的調査として，組織の現場で実際に使
用されている日常の言語を探索的に調べるために
定性的研究を行う意義もある（福原，２００５）。

近年，組織研究における定性的な分析方法の１
つとして，ディスコース（discourse）に着目す
る研究が現れてきている（例えば，Alvesson &

Kärreman, ２０００；Grant et al., ２００４）。ディスコー

スの他にも，ナラティブ（narrative）やストー
リーなど着眼点や表現は様々だが，簡潔に述べれ
ば，語り手本人やその聞き手を介して得られたテ
クストを分析の対象とし，その語られ方に注視し
ながら，語り手本人を取り巻く状況の背後にある
意味や意図を推し量ろうとする分析方法である。
こうした方法論的な特徴故に，リーダーシップや
組織変革，パワーポリティクスなど，組織現象の
非決定論的側面を探究するのに馴染む分析方法と
して脚光を浴びており，これらの研究領域でこれ
まで採用されてきた定量的調査よりも，多くの実
践的示唆が与えてくれる可能性を秘めている（福
原，２００５；２０１０）。したがって，非決定論的要素
の強い組織不祥事のような組織現象もまた，ディ
スコース分析の守備範囲として検討すべき価値が
十分にあろう。

そこで，組織不祥事研究におけるディスコース
分析の先行研究を若干取り上げ，同分析方法がと
りわけミクロ・アプローチに採用された場合，ど
のような示唆があるかについて考察して行くこと
にする。

４．１ メディアとディスコース分析の研究事例

組織研究とディスコースとを結びつけようとす
る先行研究の多くは，組織の中のディスコースに
着目する時の方法論的な特徴や優位性に主に関心
が払われ，実証的研究およびその際の分析や解釈
に関する手続きの精緻化へと踏み込む研究はまだ
まだ多いとは言い難い。ましてや，研究対象とし
てようやく俎上に乗り始めたばかりの組織不祥事
の研究にあって，ディスコース分析を援用した研
究は極めて少ない。非常に限られた先行研究の中
で，本 稿 で は Breit（２０１０）と Dahan & Gittens

（２０１０）の実証的研究を簡潔に紹介しよう。
Breit（２０１０）は，ノルウェーの防衛軍の汚職

事件が新聞というメディアを通じて，どのような
点が強調されているかを時系列的に意味づけ，多
様な立場の表明意見（voice）が立ち現れている
事実を解明している。具体的な分析手続きは，第
一にノルウェーの日刊新聞４紙に掲載された０５
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年１１月１２日から０８年４月位までの２１３記事を，
分析対象のテクストとして選定している。そして，
各記事で取り上げられた活動内容を記述し解釈す
るのに必要とされるカテゴリーやラベルを順次
コード化し，それらの出現頻度を分析しながら４
つの局面を分類している。第二に，それら４つの
局面に特徴的なドミナント・ディスコースとして，
逸脱の（transgression）ディスコース，政治的

（political）ディスコース，公的犠牲の（public

scapegoating）ディスコース，そして個人主義的
（individualistic）ディスコースの４つを識別し，
各ドミナント・ディスコースの相互作用に焦点を
当てて，メディア報道で看過されがちな解釈をあ
てがうことに寄与している。

一方，Dahan & Gittens（２０１０）は，例えば奴
隷制や児童労働に代表される労働力搾取など，公
器としての企業を取り巻く諸問題を倫理的公共問
題（ethical public issues）と称し，それが当事者
達によって意図的にその問題に対する声明や解決
策が操作され正当化される社会的な構築物として
見なされている。そして，倫理的公共問題が社会
的に構築される過程を例証するために，彼らはコ
コア・チョコレート産業における労働力搾取の問
題を取り上げ，ウェブサイト，プレスリリースや
インタビュー，政策方針演説などの８４の公的文
書を分析の対象としながら，最終的に関係者達が，
時に「公正な取引（fair trade）」，時に「責任ある
事業（responsible business）」という対立する
ディスコースを持って各メディアに発することで，
自らを正当化している様に言及している。

両研究が分析の対象としているのは様々なメ
ディアなので，ディスコースの発話主体から直接
得られた（トランスクリプトされた）テクストで
はなく，一度別の読み手や聞き手の解釈を経た二
次的資料である。先述したように，不祥事は組織
にとって負の産物であるため，因果関係を突き止
める際の情報入手に極めて大きな制約がある。し
たがって，新聞・雑誌，テレビやインターネット
のマスメディアから発信される情報，裁判記録な
ど，公表されている種々のメディアという二次的

資料を情報源として頼りにせざるを得ないことが
多い。それ故，こうした分析資料を批判的に解釈
す る 反 省 的 態 度（Fairclough,１９９５; Van Dijk,

１９８８）や，不祥事を取り巻く主体の様々な声
（voice）を読み解く多声的（plurivocal）な態度
（Grant et al, ２００４）をもって初めて，不祥事の過
程に潜む黒幕を浮き彫りにできる可能性が高くな
るだろう。しかしながら，不祥事に関与した当事
者から得られた肉声を分析の対象とできないメ
ディアに関するディスコース分析は，語り手本人
が個人的見解よりも組織を代表した公的立場とし
て語ることが多いため，その言説内容は自ずとマ
クロな視点に偏重する傾向が強いかもしれない。

４．２ ミクロ・アプローチにおけるディスコース

分析の可能性

上述したように，メディア分析は不祥事に関与
した者から直接的に得られたデータではないため，
自ずと個人という立場で語られることは希で，そ
れゆえミクロ・アプローチとして因果関係を探求
するには限界がある。また，仮に不祥事の当事者
に直接インタビューする機会を得たとしても，そ
こで語られた内容を表面的に解釈するだけでは，
被験者が意図的に隠蔽しようとした原因や職場圧
力による無意識な不正行為への動因などがデータ
に埋もれてしまう危険性もある。こうした過程を
丁寧に分析する手法として，組織ディスコース分
析，とりわけ批判的ディスコース分析の可能性を
若干考察しておこう。

ディスコースとは，社会的実践を通じて人々の
間の関係性を媒介することでイデオロギーのよう
に機能する一方，批判的ディスコース分析にあっ
て，このイデオロギーが行為者各々のアイデン
ティティがせめぎ合うことで時に強化されたり変
容される過程を読み解くことをその主な目的とし
ている（Mumby,２００４）。加えて，組織成員各々
のアイデンティティが奮闘の場を経て１つのベク
トルを有する組織アイデンティティを形成し

（Hatch&Schultz,２００４），組織不祥事がそうした
組織アイデンティティのイデオロギー的機能に多
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分に影響を及ぼされる時（間嶋，２００８），批判的
ディスコース分析は，組織成員各々のアイデン
ティティ（個の認識）というミクロな視点と，イ
デオロギーとして機能する組織アイデンティティ

（組織の価値や規範）というマクロな視点とを，
統合的に理解する方法として有効であることが指
摘できる。なぜなら，不祥事に対する個や集団と
いうミクロレベルのアイデンティティと，組織や
産業というマクロレベルのアイデンティティとが，
どのような奮闘の場を経て形成されているかが，
行為主体のディスコースの中に垣間見られるから
である。

これ関連して，ディスコース分析の批判的アプ
ローチに位置づけられる Gee（１９９９）は，社会に
おける行為者達の読んだり書いたり話したりする
表面的な日常の言語使用（language-in-use）を

「小文字の discourse（little d）」，そうした日常の
言語使用が共有されているコミュニティに潜在す
る価値や習慣などの社会的実践を「大文字の Dis-

couse（big D）」と区別し，とりわけ後者のディ
スコースに着目している。Gee によれば，行為者
達はそうした大文字のディスコースを体得して初
めて，ある特定のコミュニティへのアイデンティ
ティをシグナルとして周囲に伝達することができ，
その結果継続的に参加できるようになるという。
特に日本企業では一般に集団凝集性が高く，先述
したように組織に横たわる風土や規範などの社会
的パワーが組織不祥事の促進要因である場合が少
なくない事実を勘案すれば，社会的パワーを正当
化する大文字のディスコースという観点で関与者
の語りを分析することは肝要であろう。

このように，批判的ディスコースは，従来のミ
クロとマクロというステレオタイプ的な組織不祥
事研究の枠組みを越えて，Ashforth ら（２００８）の
指摘した深い洞察（deep view）に一石を投じる
研究方法として期待されるところである。

５ 組織不祥事抑止に関する実践的示唆
と今後の研究課題

組織不祥事をもたらす因果関係を追求すると同
時に，我々経営学者の最終的なミッションは言う
までもなく，不祥事を未然に防止する，もしくは
起きてしまった場合の事後的な対処行動に関する
政策提言を行うことである。この経営実践への示
唆を論じる際，不祥事を統制（control）する手
段ないし方法という観点から分類を試みている
Lange（２００８）の研究は大変興味深い。先に紹介
した Ashforth らの研究で，各焦点の限界や課題
が指摘されていたが，これらの指摘は不祥事とい
う現象を抑止する実践的な方法を考えた際の限界
や課題と大きく関連するだろう。例えば，ミクロ
な研究では，個人属性と不祥事との関係性に焦点
を当てるので，不祥事防止の方策は，個人の自制
心や倫理観を育む術を第一義的に考えるかもしれ
ないが，組織に蔓延する規範や文化から及ぼされ
る強い影響すなわち，マクロな視点を軽視してし
まいがちである。それゆえ，統制という観点から
不祥事研究を分類する Lange（２００８）の主張は，
不祥事を防止する実践的な示唆を得るのに実り豊
かである。

Lange は，まず経営学の中でこれまで統制を中
心的なトピックとして取り上げている先行研究を
体系的にレビューし，それらを結果志向（out-

come orientation）なのか過程志向（process ori-

entation）なのかという志向性の軸と，綱領やマ
ニュアルのような明文化された公式的な管理に
よって行う（administrative control）のか雰囲気
や文化を作って非公式的に統制を行う（social/

cultural control）かという統制の浸透方法の軸と
いう２軸を設定することで，４つのカテゴリーに
分けて統制に関する研究を分類する。この２×２
のマトリックスに加え，さらに不祥事を統制する
具体的なアプローチ方法を，１）組織構成員に自
由度を与え彼・彼女らの自発的活動に統制を委ね
る自律的縮減（autonomy reduction），２）不祥事
を予防したり関与した結果に対して様々な報酬や
罰則を設けることで統制する結果システム（con-

sequence system），法律や規制あるいは社会的制
裁など外部規律によって統制する環境による制裁
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象限Ⅰ

機能性：自律的縮減  

象限Ⅳ

機能性：内発的統制  

象限Ⅱ

機能性：結果システム 

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 8

タイプ 7 

タイプ 6 

タイプ 5 タイプ 4

象限Ⅲ

機能性：環境による制裁

社会的/文化的 管理的

官僚制的統制協奏的統制

警戒による統制

社会的制裁 法的/規制的
制裁

誘因調整

過
程
志
向

結
果
志
向

志
向
性
の
次
元

罰則自己統制

（environment sanctioning），そして不正行為を自
ら避けようとする自制的な統制を目指す内発的統
制（intrinsically oriented controls）４つの機能に
分けて，図表３に示されているような，全部で８
通りの組織不祥事を統制する方法を分類している。
詳述して行こう。

第一のタイプとして Lange は過程志向で管理
的かつ不祥事を抑止する機能性が自律的縮減の象
限に位置づけられる「官僚的統制（bureaucratic

control）」をあげている。この統制方法は字義の
通り，組織内部の標準化や規則化を進めることで
不祥事を防止するものである。官僚的統制におい
て，例えば組織内のリーダーは，机に鍵をかけた
りデータベースにパスワードをかけるとか外部か
ら社内のデータベースへアクセスすること禁止す
るなどの社則を作ることによって，不正防止を徹

底する。いわば不祥事を防止するためのマニュア
ルを通じて，社員各自に不正行為を起こさせない
ようにする試みを指す。

過程志向で管理的に統制し，その機能としては
結果システムの特徴を有する「罰則（punish-

ment）」がタイプ２として分類されている。罰則
とは，従業員の不祥事に関わる行動と，彼・彼女
にとって望ましくない組織的結果とを関係づける
ような行動形成のシステムであり，リーダー達は
従業員達に不正に関与する行動と降格や減給など
罰則を常に結びつけさせるような意識づけを行う
必要がある。

タイプ３の「誘因調整（incentive alignment）」
とは，結果志向的で管理的な統制方法により機能
としては結果システムに位置づけられている。こ
の統制方法は，主に外発的報酬に関わるもので，

図表３ 組織不祥事の統制円環モデル

（出所）Lange（２００８）, p.１７５
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リーダーは従業員達に利益分配制度やストックオ
プションのような報酬を用いて，組織の利害と従
業員との利害を摺り合わせることで，種々の経営
資源を横領するような不正を回避させる。しかし
ながら，この統制方法は，組織と個人との利害の
一致を目指すが故に，かえって組織ぐるみの犯罪
を助長する危険性も有する。

結果試行的で管理的要素が強く，その機能とし
ては環境による制裁という範疇に属する４番目の
タイプ「法的・規制的制裁（Legal/Regulatory

Sanctioning）」は，組織を取り巻く外部環境に整
備されている法律や規制をたてに不祥事を抑止す
る統制方法である。一般に不祥事には，売上高や
コスト削減など組織の利益につながるものと，横
領や情報流出など組織の利益に反するものとが存
在するが，このタイプの統制方法は後者の特徴を
持つ不祥事にとりわけ効果があるという。反対に
組織の利益につながるような不祥事に法的・規制
的制裁は効果が乏しいのだが，その理由として
１）一個人は会社の不正行為に対して責任を課さ
れることは滅多にないこと，２）会社に適用され
る罰則（たいていは罰金）はその企業規模に比べ
て軽微なものであることが多い，３）組織は外部
審査からの疑いを隠すことができてしまう，とい
う３つが指摘されている。

タイプ５に分類されている「社会的制裁（so-

cial sanctioning）」は，上述した法的・規制的制
裁と同様に，組織の外部で生起し，組織成員の行
動の結果に対して行われる統制であるという点に
おいては同じだが，前者が社会や文化のような不
可視で非公式な規範によって制裁が行われるのに
対して，後者は管理上の公的なシステムによって
制裁が加えられることに特徴の違いがある。した
がって，取引先がコンプライアンスやエコロジー
などの活動に取り組むと自社も同様の活動に取り
組まなければならなく状況や，マスメディアなど
で経営倫理の遵守などが積極的に取り上げられる
などして消費者や生産者を含めて社会一般の風潮
が不正行為の抑止の一端を担っているような場合
が，社会的制裁の例としてあげられる。

「警戒による統制（vigilance control）」は，機
能としては内発的統制の象限に位置づけられ，結
果試行的で社会／文化的な方法によって不祥事を
防止する方策がタイプ６としてあげられている。
この統制方法において，リーダーは不祥事が生じ
た際，その不祥事に関わった人々に意義を申し立
てるようなことを奨励することで，不祥事を放置
させないよう努める必要がある。より具体的には，
集団浅慮に職場が陥らないために意図的に反対の
発言をするような人材，あるいは不正を目の当た
りにしたら内部告発を辞さない人材を育むような
雰囲気づくりをすることである。

警戒による統制が，不祥事の結果に対応する建
設的逸脱（constructive deviance）を伴うのに対
して，タイプ７の「自己統制（self-controls）」は
個々人の建設的服従（constructive conformity）
を課すものである。リーダーはハイパー規範に合
致するように自分達自身の行動を継続的に監視し
時に修正するような行動準則を従業員に促すこと
が肝要になる。この時，所属欲求や承認欲求に基
づく同一化であったり，価値や信念を植えつける
内面化などの過程が，不祥事に手を染めない自制
心を育むのに重要であるとされている。

最後の協奏的統制（concertive control）とは，
職場のメンバーがお互いに監視し合うような，メ
ンバー間の交渉を経て生まれた自生的規則のシス
テムによって不祥事を統制する手段をさす。上司
と部下という命令や責任の明確な階層関係がある
場合と比べ，例えばチームのようなメンバー間の
関係が比較的対等な関係になると，メンバー一人
ひとりの行動が周囲の利害と深く結びつくように
なり，結果としてフリーライダーを相互に監視す
るような統制メカニズムが創発することを主張し
た Barker（１９９９）の考えを，不祥事防止の統制
方法に援用しようとするものである。このような
統制メカニズムを考える際，リーダーは従業員達
に自律性を与えることが，かえって彼・彼女らの
自律性を制約してしまう事実を常に考慮すべき点
が指摘されている。また，協奏的統制では，上述
したようにメンバー間で職場において様々な仕事
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を行う手続きに関する意味の交渉が行われるわけ
だが，こうした過程はパワーの介在する余地が高
く，したがって不正に都合の良いドミナントス
トーリーが創造されてしまう可能性も存在する

（Hardy & Phillips, ２００４; Mumby, ２００４）。それゆ
え，こうした過程に潜む不祥事の温床を分析する
手だてを講じる必要性は不祥事研究において極め
て重要になるが，先述したディスコース分析が比
較的その解決の糸口を示してくれる可能性が高い
と言えるだろう。

本稿を締めくくるにあたり，今後の研究課題に
ついて若干触れておくことにしよう。第一に，ミ
クロ・アプローチに特化した先行研究の潤沢なレ
ビューを通じて，精緻な仮説を導出することであ
る。本稿では組織不祥事に関するこれまでの研究
を体系的に分類・整理し，それぞれの特徴や限界
について概説した上で，ミクロ・アプローチの研
究意義や方法論的な課題を改めて位置づけること
には貢献した。しかしながら，研究の問題意識を

より鮮明にするモデル構築には至っていない。第
二に，同アプローチにおいて実証的な研究に早い
段階で取り組む必要がある。われわれの注目して
いる個人による個人のための不正行為は既述した
ように，なかなか明るみに出にくいので，実証的
な研究となると裁判資料のような二次的データに
依存せざるを得ない場合が多い。しかし，実際に
不正を犯した人間でなくとも，潜在的な意識レベ
ルで質問紙に回答させる定量的な分析は十分可能
である。第三に，定量的分析と定性的分析とを具
体的にどのように橋渡しさせるか，詳細な議論を
重ねて行く必要があろう。個人の利得のために働
く不正であっても，当該企業の HRM 施策や組織
風土がそうした不正行為の温床になっている場合
は少なくない。よって，ミクロとマクロの相互影
響を統合的に説明する枠組みの構築に向けて，定
量的分析と定性的分析とを結びつける一連の研究
手続きの開発を検討する必要がある。
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１）われわれは組織不祥事に関するパイロット調査として，
発生当時の因果関係，事後的な対処行動，そして現在
の不祥事防止の取り組みについて，まずは過去に不祥
事を起こした企業５社（製造業３社サービス業２社）
に対しヒアリングの申し入れを試みた際，４社は門前
払い，１社は窓口担当者にあっては前向きに検討して
くれたが，稟議の段階で断られてしまうほどに，調査
の壁は高いものだった．

２）間嶋（２００７）は，こうした限界を克服しようと Gid-
dens の構造化理論を援用した組織文化のミクロ・マ
クロ・リンクのモデルを提示し，組織不祥事が発生す
るメカニズムを説明しようとしている．

３）Ashforth らは，Zuckerman（２００６）のレポートを引用
しながら，このような事例として米国の大学スポーツ
で犯罪歴のある選手を優秀だという理由だけで当たり
前のように採用している現実や横行していた保険金詐
欺の問題などをあげている．詳細は，Zuckerman, M.
B.（２００６）, Our cheating hearts. U. S. News &World
Report , November６: p.８８. を参照されたい．

４）このような理由で個人が起こす不祥事行動を組織不祥

事の枠組みではなく，組織の有効性を阻害する個人の
パフォーマンス行動の１つとしてとらえようとする視
点もある．具体的には，蔡（２０１０）や Motowidlo（２００３）
を参照されたい．
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